
美里町民プラス１
ワン

大学を開校します！
　町民の皆さんの学習の機会や交流の場を設ける「美里町民プラス１

ワン

大学」
の受講生を募集します！
　この機会に、新しいことにチャレンジしてみませんか？

【日　　時】　下表のとおり
【場　　所】　コミュニティセンター
　　　　　　２階　大ホール
【定　　員】　30名（申込順、定員になり次第締切）
　　　　　　◎町内在住で18歳以上のかたが対象

【申込期間】　８月９日㈫～25日㈭
　午前９時～午後５時

　　　　　　※電話または窓口で受付
【持 ち 物】　筆記用具、飲み物、マスク
【費　　用】　無料

申込み・問合せ＝教育委員会事務局　生涯学習係（コミュニティセンター内）　☎76-3431

日　　　時 午後１時10分
　～１時30分

午後１時30分
　～２時15分

午後２時30分
　～３時15分

午後３時30分
　～４時15分

９月16日㈮ 開講式・
オリエンテーション

防災講座
（明治安田生命） ふるさと学習講座 サークル活動

10月７日㈮ ― 楽しく食べて健康に
（キユーピーマヨネーズ）

楽しく食べて健康に
（キユーピーマヨネーズ） サークル活動

10月21日㈮ ― 天気・気象講座
（熊谷地方気象台）

天気・気象講座
（熊谷地方気象台） サークル活動

11月18日㈮ ― スマートフォン講座 スマートフォン講座 モルック実践

12月16日㈮ ― 私の家族の「相続」講座
（明治安田生命）

住民の支え合い活動
（包括支援センター） サークル活動

１月20日㈮ ― 睡眠と健康の知恵袋講座
（明治安田生命） モルック実践 サークル活動

２月17日㈮ ― サークル活動発表 閉講式 ―

なにか
１つ

でも

自分
にプラ

スに

なるよ
うに！

介護疲れを癒しませんか？
セルフストレッチで心と体をリラックス！参 加 者 募 集

　アロマ＆オイルを使って、セルフストレッチを体験してみませんか。アロマの香りでほっと
しましょう。むずかしいことはしませんので、お気軽に参加ください。

申込み・問合せ＝地域包括支援センター（保健センター内）　☎76-1325

介護教室・家族交流会を開催します！
参加費
無　料

▶開催日　９月12日�㈪
▶時　間　午後１時30分～３時
▶場　所　保健センター
▶対象者　�家族を介護されているかた、

その家族のために活用したい
かた

▶定　員　16人（申込み順、定員になり次第締切）
▶申込み　８月15日㈪　午前９時から電話受付開始
▶講　師　日本エアロビック連盟認定
　　　　　テクニカルアドバイザー　田島�佳恵氏

美里町スポーツ賞表彰推薦受付！

■�表彰対象者　推薦基準を満たし、次のいずれかの
条件に当てはまる個人または団体
①�美里町に在住または在学のかた
②�美里町出身のかた
③�①、②のかたをもって構成される団体

■対象期間　令和３年９月１日～令和４年８月31日　　
■受付期間　８月１日㈪～９月９日㈮
■�申 込 み　�推薦書をコミュニティセンター窓口

まで提出
※�推薦書は町ホームページからダウンロードできます。

※一般の部で、以前に受賞したことがあるかたは対象外とします。高校生以下の部は、以前に受賞したかたも選考対象となります。

　町では、長期にわたり美里町のスポーツ振興に貢献し、各種スポーツ大会で優秀な成績を
おさめた個人または団体に対して、美里町スポーツ賞を表彰します。
　自薦、他薦は問いません。次に該当する個人または団体を推薦してください。

対 象 大 会 一般の部（個人・団体） 高校生以下の部（個人・団体）

都 道 府 県 大 会 優　　勝 ３位以内に入賞または都道府県代表として出場権を得たかた

関東圏規模の大会 ３位以内に入賞したかた ６位以内に入賞したかた

全 国 大 会 ６位以内に入賞したかた 優秀な成績を収めたかた

国 際 大 会 優秀な成績を収めたかた 優秀な成績を収めたかた

■�表彰対象者　長期にわたり美里町のスポーツ振興に貢献した個人または団体のうち、次のいずれか
に該当する場合
功労賞　
①競技団体の運営に参加し、功績のあったかた
②優秀な選手の育成に功績のあったかた
③�模範となるスポーツクラブの育成に功績のあったかた
④選考委員会が特別に認めたかた

団体功労賞
①�スポーツ振興のため、12年以上にわたり交流
大会などの競技大会を主催している団体

②成績が優秀で、他の模範となる団体
③選考委員会が特別に認めた団体

功労賞・団体功労賞

優秀賞

申込み・問合せ＝教育委員会事務局　生涯学習係（コミュニティセンター内）　☎76-3431

　埼玉県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に援護金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、18歳以下のかたで、保護者が交通事故により、死亡または重い障害を負ったか
たをいいます。

給 付 額＝子ども１人につき10万円（１回のみ）
給付時期＝①11月　②令和５年５月
提出期限＝①８月31日㈬まで
　　　　　�②令和５年２月28日㈫まで
申 請 書＝総務課窓口で配布

提 出 先＝みずほ信託銀行株式会社浦和支店
　（さいたま市浦和区高砂２-６-18）に郵送または持参
問 合 せ＝埼玉県交通安全対策協議会
　☎048-825-2011
　埼玉県　県民生活部　防犯・交通安全課
　☎048-830-2955

交通遺児等援護金の給付について
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